
1

生物多様性ひょうご戦略 概要版

第１章 戦略策定にあたって

１ 戦略策定の趣旨

これまでの取組を体系的に整理し、その中で明らかとなった課題に対応していくた

めの総合的な指針となる戦略を策定

２ 戦略策定の目的

○県の施策を有機的に連携させ、総合的・体系的・計画的に推進

○県民、事業者、民間団体、行政などが生物多様性の保全に取り組むよう方向付け

３ 戦略の性格

○生物多様性基本法第 13 条に基づく計画

○兵庫県環境基本計画における「生物多様性の保全」の具体化を図る戦略

○市町の生物多様性に関する戦略の策定や実施において尊重されるべき基本指針で

あり、民間団体等の活動に際して尊重されるべき基本指針

４ 戦略の期間

おおむね 10 年間（平成 29 年度まで）とし、原則として 5年ごとに見直し

策定手法

・ 各地域において活発に活動している多くのＮＰＯ等の活動団体に対して、意見交換

会、戦略に記載すべき内容に関するアンケート調査などを実施し、広く県民の意見

を反映して戦略を策定

○ 内容の特徴

・ 森・川・海・里地・都市域の各生態系ごとに、動植物の種類や生息状況や生息数の

動向など兵庫県が有する生物多様性の豊かさを詳細に記述

・ コウノトリの野生復帰など兵庫県の先導的な取組とＮＰＯの多彩な活動実績をと

りまとめ

○ 取組の特徴

・ 県や市町のすべての事業において生物多様性の視点を取り入れるために、アドバイ

ザーの設置や工法等の手引きとなる生物多様性配慮指針などの基盤整備を重点的

に推進

・ ＮＰＯ等の活動をさらに充実・強化するために、ＮＰＯ等の交流や情報共有を図る

ネットワーク化を推進

ひょうご戦略の特徴
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第２章 生物多様性を取り巻く情勢

１ 生物多様性とは

「すべての生物の間に違いがあること」という意味を持ち、「生態系の多様性」「種

の多様性」「遺伝子の多様性」の 3つのレベルでの多様性がある。

２ 生物多様性がすべての生物にもたらす恵み

「きれいな空気と水」「食料」「燃料」「薬品資源」「環境形成機能と防災機能」「文

化を育む機能」などの恵み

３ 生物多様性の危機

○人間活動や開発による危機

○人間活動の縮小による危機

○人間により持ち込まれた外来生物による危機

○地球温暖化の影響による危機

４ 生物多様性に関する国内外の動向

第 3次生物多様性国家戦略の策定（H19 年）、生物多様性基本法の制定（H20 年）、Ｇ

8環境大臣会合の開催（H20 年）など、生物多様性への関心の高まり

第３章 ひょうごの生物多様性

１ 自然環境

○ 中国山地を中心に形成される起伏に富んだ地形、日本海側から瀬戸内海側までの

多様な気候を有する兵庫県には多くの生物種が生息

○ 本州で最も低い標高(95.4m)の「水分れ」が生物の南北移動を可能とし、お互い

が交配することによって種の多様性をさらに拡大

２ 風景・景観、特産物、伝統文化、伝統工芸

豊かな自然に恵まれ、多様な気候・風土に応じた特色ある特産物や伝統文化を形成

第４章 生物多様性の取組と課題

１ 生物多様性を保全・再生する取組

(1) 県の取組

○条例等により、保全すべき地域の指定や土地の改変を規制、緑地の面的・量的拡

大、環境影響評価制度の実施などの保全対策
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○自然環境に配慮した事業の展開

（森 林）

里山林整備、六甲山系における植生復元、淡路夢舞台の緑化等

（河川、湿原）

多自然川づくり、オオサンショウウオの保護対策等

（沿岸、海洋）

瀬戸内海における里海づくり、干潟や藻場の再生、底質の改善等

（ため池、田園、里地）

コウノトリの野生復帰、いなみ野ため池ミュージアム、環境創造型農業等

（都市地域）

尼崎 21 世紀の森づくり、都市緑化等

○ 森林動物研究センターの設置による野生動物の保護管理の推進

○ 特定外来生物の防除

○ ライフステージに応じた体験型環境学習、環境教育の実施

(2) 市町の取組

○市町域を対象とした自然環境保全・再生計画の策定

○ＮＰＯ等とタイアップした生物調査

○市民を対象とした自然観察会等の開催

(3) ＮＰＯの取組

○生物の生息状況等の調査

（オオサンショウウオ、アカウミガメ、ギフチョウ、水生生物などの調査）

○ 生物の保全・再生活動

（里山保全活動、ブナの植樹、コウノトリが生息できる環境づくり）

○情報誌やインターネット等を活用した生物情報の発信や生物観察会等の開催

(森での活動内容)

調査・研究 保全・再生活動 普及啓発活動

・ 生物の生息・生育状況
調査（六甲山の野生生
物調査・ドングリの植
生調査・エドヒガン、
台場クヌギ等調査）

・ ササユリ保全、山ユリ
再生研究

・ 上山高原でのモニタ
リング調査

・ 鳥類調査
・ オオウラギンヒョウ

モン復活手法研究

・ ブナの育樹、東六甲草原
復元化

・ ギフチョウ生息地の下
草刈り等

・ 有害鳥獣の捕獲
・ 野生生物生息地の森づ

くり、育樹
・ 里山林・人工林保全活動

・ チョウの観察会
・ 探鳥会
・ 小学校の環境学習支

援
・ 小学生等を対象とし

た野外体験活動
・ 森林保全シンポジウ

ムの開催



4

(里での活動内容)

(川での活動内容)

(都市での活動内容)

（海での活動）

(4) 企業の取組

○社員等による森林整備やビオトープづくり等の活動

○ＮＰＯ等の活動資金の支援

２ これまでの取組の課題

(1) 県・市町の取組をさらに進めるための課題

○公共事業等の実施において、生物多様性に配慮する視点を盛り込むための生物

情報の収集・整理、技術指針の作成、アドバイス体制の整備が必要

調査・研究 保全・再生活動 普及啓発活動

・ 野生コウノトリ、放鳥コ
ウノトリの追跡調査

・ 湿地、ため池調査
・ ため池調査

・ 遊休農地での菜の花栽
培

・ コウノトリのすめる環
境づくり

・ 水路、ため池の清掃活動

・ 田んぼの観察会
・ 小学校の環境学習支

援

調査・研究 保全・再生活動 普及啓発活動

・ 水生生物調査
・ 河川調査(水質･生物)
・ ホタル調査
・ ヘドロ調査
・ オオサンショウウオ生態

調査

・ 河川敷の清掃活動
・ シジミオモダカ保全活

動
・ ハマボウ、ノジギク植栽

・ エコバスガイド
・ 夏の川体験
・ 治水問題についての

講演会
・ 環境学習支援

調査・研究 保全・再生活動 普及啓発活動

・ 酸性雨定点観測調査
・ 生活排水調査
・ タンポポ調査

・ 道路緑地帯の植栽 ・ 企業や教員を対象に
した環境教育研修へ
の講師派遣

調査・研究 保全・再生活動 普及啓発活動

・ 香櫨園浜、御前浜生物
調査

・ 相生湾の生物、植物調
査

・ 砂浜漂着物調査
・ アマモ場造成の調査、

研究
・ 有用微生物を使用し

た浄化研究

・ 相生湾清掃、浄化活動
・ アマモ場造成
・ 海岸ゴミ拾い
・ ハマユウ植え付け

・ 小学校の環境学習支
援

・ 海の環境を守る体験
教室

・ ハマボウ観察会とシ
ンポジウム
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(2) ＮＰＯ等の取組をさらに進めるための課題

○活動を継続していくための資金や活動人員の確保が必要

○活動のレベルアップを図るために、他団体との交流や情報共有を図る機会を提

供することが必要

(3) 企業の取組を促進するための課題

○ＣＳＲ活動の場所や活動指導者を斡旋する仕組みが必要

○企業が参入しやすい環境をつくるため、生物多様性に取組む企業が県民等から

高い評価を受けるよう、生物多様性の重要性について普及啓発することが必要

(4) 生物多様性に配慮した農林水産業を推進するための課題

○生物多様性に配慮した経営や産物が消費者の消費行動に結びつくための取組が

必要

○農林水産業に被害を与えている野生動物の保護管理を推進することが必要

（5） 県民の主体的な行動を促進するための課題

○生物多様性への理解を深め、生物多様性に配慮した商品の購入や保全活動への

積極的な参加を促進することが必要

第５章 戦略の理念と目標

１ 理 念

すべてのいのちが共生する兵庫を私たちの手で未来へ

２ 目 標

○いのちの大切さを基本に、参画と協働のもとで多様な生物を育む社会

○人の営みと自然が調和し、多様な生物のいのちのつながりと恵みが循環・持続する

社会

○地域性豊かな自然と文化を守り育てる社会

第６章 行動計画

１ 各主体の役割

（行政）

○すべての事業で生物多様性の視点を持つことを可能とするための希少生物情報の

提供や専門家による助言制度などの基盤整備

○自然環境の改変を伴う公共工事における生物多様性の保全への配慮 など
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（ＮＰＯ等活動団体）

○生物多様性を保全するための活動の実践、広く県民の参加を受け入れるプログラム

の提供

○専門的な知見や経験を活かした企業や教育機関等の取組の支援 など

（企業）

○生物多様性と調和した事業活動の展開

○事業活動に係る生物多様性への配慮に関する情報の積極的な公開 など

（農林水産業者）

○生態系に配慮した農薬や肥料の使用

○資源管理漁業など海洋生物の持続的な利用 など

（県民）

○生物の多様性に配慮した商品を選択するなど、消費行動を通じた生物多様性の保全

と持続可能な利用への貢献

○希少野生動植物の捕獲、採取を行わないなど野生動植物の保全 など

２ 行動の視点

○多様な主体の参画と協動による支えあい

○人の営みと自然との調和

○地域の特性を活かす

３ 県の行動計画

（１） すべての事業で生物多様性の視点を持つことができる仕組みの確立

① 生物多様性配慮指針の作成

○公共事業等において野生生物とその生息域を保全するなど生物多様性確保のための

工法や施設配置等を行うための手引きとなる指針を作成する。

② 新たなレッドデータブックの作成

○希少種、地域の貴重な生物や生態系等のリストをレッドデータブックとしてとりま

とめ、随時見直す。

③ 外来生物対策の推進

○県内に生息している外来生物の分布状況等を整理、リスト化するとともに、種ごと

の防除マニュアルを作成する。

④ 生物多様性アドバイザーの設置

○公共事業等の計画策定や施工方法等を指導できるアドバイザーを設置する。
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（２） 参画と協働による生物多様性保全活動の推進

① ＮＰＯ等の活動支援

○ＮＰＯ等の活動団体が、地域住民や県民、企業等に対して活動内容等をアピールし、

資金や新規会員の確保につなげていくための活動発表等の機会を提供する。

○大学や試験研究機関等の専門家との連絡会議の開催、ＮＰＯが一堂に会する活動発

表会の場を提供するなどにより、活動内容の充実をめざすネットワーク化を図る。

② 生物多様性の重要性に関する県民等への普及啓発

○ＮＰＯ等の活動事例をとりまとめ、県民が生物多様性に関する取組に積極的に参画

できるように、インターネット等を活用して活動場所等の情報を提供する。

○市町や地域住民等と連携し、地域の特色ある生物の保全活動をシンボルプロジェク

トとして広くＰＲして県民等の参画を促進する。

○グリーンツーリズムやエコツーリズムを推進し県民の自然環境保全意識を醸成する。

○既存の環境学習・教育施策にＮＰＯのリーダー等を派遣して、生物多様性に関する

授業を組み入れることにより県民の意識醸成を図る。

○ナチュラルウオッチャーや森林ボランティアなどを対象に生物多様性に関する研修

を実施し、生物多様性の重要性等を教育する指導者を養成する。

③ 企業のＣＳＲ活動等への支援

○企業が生物多様性に関するＣＳＲ活動を円滑に実施できるよう、企業と土地所有

者・活動指導者をコーディネートする仕組みをつくる。

○県や市町のホームページや情報誌などを活用して、生物多様性保全活動に取り組む

企業のイメージアップを支援する。

（３） 人の営みと生物多様性の調和の推進

① 生物多様性に配慮した農林水産業の振興と企業活動の推進

○農 業：農薬や肥料の適切な使用、食育を通じた地域農産物の消費拡大等

○林 業：里山林整備の推進、木材産業の振興、県産木材の利用促進等

○水産業：栽培漁業の推進、魚礁設置や増殖場の造成等による魚類の生息場所の確保

○企業活動：国において検討が進められている生物多様性企業活動ガイドライン（仮

称）の普及を図るなど、生物多様性に与える影響を企業が自ら評価し、影

響低減を図る取組の促進

② 野生動物の保護管理の推進

○森林動物研究センターによる科学的データに基づく個体数管理・被害管理・生息地

管理を着実に進める。
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③ 防災機能と生物多様性との調和の推進

○森林や水田等における防災のための事業やＮＰＯ等の活動が生物多様性と調和した

ものとなるような技術開発を進める。

（４） 行動計画を支える基盤整備

① 生物多様性支援拠点の整備

○生物多様性に関する情報の収集・整理・蓄積・活用、施策やＮＰＯの活動等のサポ

ート、県民からの相談窓口の機能を併せ持つ支援拠点を整備する。

② 生物多様性保全のための予防的措置の充実

○人と自然の博物館、水族館、動物園等の連携のもと、絶滅のおそれのある生物標本

や遺伝子を保存する。

○地域の生物多様性を保全するうえで重要な生物や生態系については、環境の保全と

創造に関する条例による指定制度等を活用して保全を図る。

③ 生物多様性に係る重要地域保全のための国際的な仕組みの活用

○ユネスコによる生物圏保存地域の指定、ジオパークの登録、ラムサール条約への登

録など地域の取組を支援する。

第７章 戦略の効果的推進

１ 戦略の推進

戦略の推進にあたっては、庁内、ＮＰＯ等の民間活動団体、事業者、県民などの様々

な主体と情報を共有し、連携を強化して取組を推進する。

２ 行動計画の行程表・数値目標及び点検評価

行動計画の目標を下記のとおり設定し、達成状況をとりまとめ、県環境審議会に報

告する等により毎年点検・評価する。

すべての事業

で生物多様性

の視点をもつ

ことができる

仕組みの確立

参画と協働に

よる生物多様

性保全活動の

推進

人の営みと生

物多様性の調

和の推進

行動計画を支

える基盤整備

いのちの大切さを基本

に、参画と協働のもとで

多様な生物を育む社会
◎ ○

人の営みと自然が調和

し、多様な生物のいのち

のつながりと恵みが循

環・持続する社会

○ ◎ ◎

地域性豊かな自然と文化

を守り育てる社会
◎ ○ ○

行動計画

目標

〔目標と行動計画の関連〕
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行動計画：すべての事業で生物多様性の視点を持つことができる仕組みの確立

行動計画：参画と協働による生物多様性保全活動の推進

項 目 内容 数値目標

ＮＰＯ等の活

動支援

・ 資金や会員を確保するための活動発表会の開催

（H22～）

・ ＮＰＯ相互が交流や情報交換できる場の提供によ

るネットワーク化の促進（H22～）

・生物多様性ネットワ

ークに参画する NPO

等の数

100 団体（H25）

生物多様性の

重要性に関す

る県民等への

普及啓発

・ 県民の参画を促すＮＰＯ等の活動情報の発信（H22

～）

・ 保全活動の象徴となるシンボルプロジェクトの実

施（H21～）

・ グリーンツーリズムやエコツーリズムの推進（継

続）

・ グリーンスクール事業等を通じた環境学習の推進

（H21～）

・ 地域団体の環境学習会や企業の社員研修等へのＮ

ＰＯ等リーダの派遣（H22～）

・ 生物多様性指導者の養成（H21～）

・棚田交流人などの農

村ボランティア数

6,000 人（H27）

・森林ボランティア数

12,120 人(H27)

・シンボルプロジェク

ト数

50 箇所（H25）

・指導者養成数

300 人（H25）

企業のＣＳＲ

活動等への支

援

・ 企業と土地所有者・活動指導者を結ぶコーディネ

ート機能の充実（H21～）

・ 企業の生物多様性に関する事業活動の情報発信

（H22～）

・生物多様性支援拠点

によるコーディネー

ト件数

50 件（H25）

項 目 内容 数値目標

生物多様性配

慮指針の作成

・ 道路・河川、海岸等の指針作成（H21）

・ 森林、農用地、ため池等の指針作成（H22）

・生物多様性配慮指針

の作成（H22）

新たなレッド

データブック

の策定

・ 生態系、植物、昆虫類、鳥類、魚類、ほ乳類等の

分類ごとに順次策定（H21～H28）

・16 分類の新たなレッ

ドデータブックの

策定（H28）

外来生物対策

の推進

・ レッドデータブックの策定に合わせて、ブラック

リスト、外来生物防除マニュアルを作成（H21～

H25）

・ブラックリス

ト、外来生物防除マ

ニ ュ ア ル の 作 成

（H25）

生物多様性ア

ドバイザーの

設置

・ 体制・運用手法等の検討（H21）

・ 生物多様性アドバイザーの運用（H22～）

・アドバイザーの登録

人数

100 人（H25）
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行動計画：人の営みと生物多様性の調和の推進

項 目 内容 数値目標
生物多様性に
配慮した農林
水産業の振興
と企業活動の
推進

・ 農薬や肥料の適正使用など環境創造型農業の推進
（継続）

・ 集落ぐるみの営農活動の支援（継続）
・ 食育を通じた生物多様性への理解促進（継続）
・ 広葉樹林や複層林の育成、県産木材の利用促進（継

続）
・ 魚礁の設置や藻場の造成等（継続）
・ 事業活動による生物多様性への影響評価を行う企業

の取組の促進（H21～）

・地域ぐるみで農村
環境保全活動を
実施する集落数
（農地・水・環境
保全向上対策集
落数）
2200 集落(H22)

・里山林の再生
16,000ha（H27）

・県内藻場面積
2,050ha（H27）

野生動物の保
護管理の推進

・ 森林動物研究センターの成果を活かした人と野生動
物の共生の促進（継続）

遺伝子資源の
適正利用の推
進

・ 有用植物等の遺伝情報や機能に関する知見の収集・
保存（継続）

・ 遺伝子組換え生物の生物多様性への影響評価情報の
提供（継続）

防災機能と生
物多様性との
調和の推進

・ 森林や河川等における防災事業と生物多様性が調和
する技術開発（継続）

・災害に強い森づく
り整備面積
15,700ha（H23）

地球温暖化へ
の対応

・ 地球温暖化による動植物への影響把握（継続）
・ 影響を受けやすい生物種の情報提供による保全活動

への活用（H22～）

行動計画を支える基盤整備

項 目 内容 数値目標
生物多様性支
援拠点の整備

・ 運営方法の検討、拠点の立ち上げ（H21）
・ 県民の相談窓口、生物多様性に関する情報収集・提

供（H22～）

・支援拠点の立ち上

げ（H21）

生物多様性保
全のための予
防的措置の充
実

・ 絶滅のおそれのある種や遺伝子の保存（継続）
・ 条例等に基づく生物多様性重点対策種の指定（継

続）
・ 計画段階の早い時期からの環境影響評価の実施（継

続）
重要地域保全
のための国際
的な仕組みの
活用

・生物圏保存地域の指定や世界ジオパークの登録支援
（継続）

県内のすべての生物種の健全性を保つ

～兵庫県レッドデータブックにおいて絶滅の危険性を示すランク（Ａ～Ｃ）

ごとに掲載している生物種について、現在のランクからの変動状況を把

握することにより、すべての生物種の健全性を評価する～


